
昭
和
四
十
年
自
治
省
令
第
二
号

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ツ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
（
以
下
「
ヘ
ッ
ド
」
と
い
う
。
）
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
標
準
型
ヘ
ッ
ド
　
加
圧
さ
れ
た
水
を
ヘ
ッ
ド
の
軸
心
を
中
心
と
し
た
円
上
に
均
一
に
分
散
す
る
ヘ
ッ
ド
を
い
う
。

一
の
二
　
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
　
標
準
型
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
、
加
圧
さ
れ
た
水
を
第
十
四
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
範
囲
内
及
び
同
号
ロ
に
規
定
す
る
壁
面
の
部
分
に
分
散
す
る
ヘ
ッ
ド
を
い
う
。

一
の
三
　
水
道
連
結
型
ヘ
ッ
ド
　
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
、
配
管
が
水
道
の
用
に
供
す
る
水
管
に
連
結
さ
れ
た
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
使
用
さ
れ
る
ヘ
ッ
ド
を
い
う
。

二
　
側
壁
型
ヘ
ッ
ド
　
加
圧
さ
れ
た
水
を
ヘ
ッ
ド
の
軸
心
を
中
心
と
し
た
半
円
上
に
均
一
に
分
散
す
る
ヘ
ッ
ド
を
い
う
。

三
　
デ
フ
レ
ク
タ
ー
　
放
水
口
か
ら
流
出
す
る
水
流
を
細
分
さ
せ
る
作
用
を
行
う
も
の
を
い
う
。

四
　
設
計
荷
重
　
ヘ
ッ
ド
を
組
み
立
て
る
際
、
あ
ら
か
じ
め
設
計
さ
れ
た
荷
重
を
い
う
。

五
　
標
示
温
度
　
ヘ
ッ
ド
が
作
動
す
る
温
度
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
ヘ
ッ
ド
に
表
示
さ
れ
た
温
度
を
い
う
。

六
　

高
周
囲
温
度
　
次
の
式
に
よ
つ
て
求
め
ら
れ
た
温
度
（
標
示
温
度
が
七
十
五
度
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
三
十
九
度
）
を
い
う
。

ｔ
ａ＝

０
．
９
ｔ
ｍ－

２
７
．
３

ｔ
ａ
　

高
周
囲
温
度

ｔ
ｍ
　
ヘ
ッ
ド
の
標
示
温
度

七
　
放
水
圧
力
　
別
図
一
に
示
す
整
流
筒
で
測
定
し
た
放
水
時
に
お
け
る
静
圧
を
い
う
。

八
　
フ
レ
ー
ム
　
ヘ
ッ
ド
の
取
付
部
と
デ
フ
レ
ク
タ
ー
を
結
ぶ
部
分
を
い
う
。

九
　
ヒ
ュ
ー
ジ
ブ
ル
リ
ン
ク
　
易
融
性
金
属
に
よ
り
融
着
さ
れ
、
又
は
易
融
性
物
質
に
よ
り
組
み
立
て
ら
れ
た
感
熱
体
（
火
熱
に
よ
り
一
定
温
度
に
達
す
る
と
ヘ
ッ
ド
を
作
動
さ
せ
る
た
め
に
破
壊
又
は
変
形
を
生
ず
る
も
の
を
い
う
。

以
下
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。

十
　
グ
ラ
ス
バ
ル
ブ
　
ガ
ラ
ス
球
の
中
に
液
体
等
を
封
入
し
た
感
熱
体
を
い
う
。

（
構
造
）

第
三
条
　
ヘ
ッ
ド
の
構
造
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
配
管
へ
の
取
付
け
等
の
取
扱
い
に
際
し
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
損
傷
又
は
く
る
い
を
生
じ
な
い
こ
と
。

二
　
作
動
時
に
分
解
す
る
す
べ
て
の
部
分
は
、
散
水
を
さ
え
ぎ
ら
な
い
よ
う
分
解
し
、
投
げ
出
さ
れ
る
こ
と
。

三
　
組
み
立
て
ら
れ
た
ヘ
ッ
ド
の
各
部
に
か
か
る
荷
重
の
再
調
整
が
で
き
な
い
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
ほ
こ
り
等
の
浮
遊
物
に
よ
り
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
こ
と
。

２
　
ヘ
ッ
ド
の
取
付
ね
じ
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
日
本
産
業
規
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
Ｂ
〇
二
〇
三
の
管
用
テ
ー
パ
ー
お
ね
じ
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
ヘ
ッ
ド
の
呼
び
の
区
分
に
応
じ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
呼
び
の
も
の
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
呼
び
の
管
用
テ
ー
パ
ー
お
ね
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヘ
ッ
ド
の
呼
び

取
付
ね
じ
の
呼
び

八
、
十
、
十
五

Ｒ
１
／
２

二
十

Ｒ
１
／
２
又
は
Ｒ
３
／
４

（
材
質
）

第
四
条
　
ヘ
ッ
ド
の
材
質
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
時
間
の
経
過
に
よ
る
変
質
に
よ
り
性
能
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
。

二
　
ヘ
ッ
ド
の
取
付
部
及
び
フ
レ
ー
ム
の
材
質
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
　
Ｈ
　
五
一
二
〇
若
し
く
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ
　
Ｈ
　
五
一
二
一
に
適
合
し
、
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
強
度
、
耐
食
性
及
び
耐
熱
性
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
デ
フ
レ
ク
タ
ー
の
材
質
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
　
Ｈ
　
三
一
〇
〇
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
　
Ｈ
　
五
一
二
〇
若
し
く
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ
　
Ｈ
　
五
一
二
一
に
適
合
し
、
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
強
度
、
耐
食
性
及
び
耐
熱
性
を
有
す
る
こ
と
。

（
強
度
試
験
）

第
五
条
　
ヘ
ッ
ド
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
標
示
温
度
の
区
分
に
応
じ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
温
度
又
は
標
示
温
度
よ
り
十
五
度
低
い
温
度
の
い
ず
れ
か
低
い
温
度
に
三
十
日
間
放
置
し
た
後
、
二
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
静
水

圧
力
を
五
分
間
加
え
て
も
漏
水
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

標
示
温
度
の
区
分

試
験
温
度

七
十
五
度
未
満

五
十
二
度

七
十
五
度
以
上
百
二
十
一
度
未
満

八
十
度

1



百
二
十
一
度
以
上
百
六
十
二
度
未
満

百
二
十
一
度

百
六
十
二
度
以
上
二
百
度
未
満

百
五
十
度

二
百
度
以
上

百
九
十
度

２
　
ヘ
ッ
ド
は
、
任
意
の
方
向
に

大
加
速
度
百
ｇ
（
ｇ
は
重
力
の
加
速
度
と
す
る
。
）
の
衝
撃
を
五
回
加
え
て
も
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
設
計
荷
重
の
二
倍
の
引
張
荷
重
を
ヘ
ッ
ド
の
軸
心
方
向
に
加
え
た
場
合
に
お
け
る
フ
レ
ー
ム
の
永
久

ひ
ず
み

歪

の
量
は
、
設
計
荷
重
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る
フ
レ
ー
ム
の

ひ
ず
み

歪

の
量
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ヒ
ュ
ー
ジ
ブ
ル
リ
ン
ク
の
強
度
）

第
六
条
　
ヘ
ッ
ド
の
ヒ
ュ
ー
ジ
ブ
ル
リ
ン
ク
は
、
温
度
二
十
度
（
標
示
温
度
が
七
十
五
度
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、

高
周
囲
温
度
よ
り
二
十
度
低
い
温
度
）
の
空
気
中
に
お
い
て
、
そ
の
設
計
荷
重
の
十
三
倍
の
荷
重
を
十
日
間
加

え
て
も
破
損
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
グ
ラ
ス
バ
ル
ブ
の
強
度
）

第
七
条
　
グ
ラ
ス
バ
ル
ブ
は
、
標
示
温
度
よ
り
二
十
度
低
い
温
度
か
ら
温
度
一
度
毎
分
以
内
の
割
合
で
グ
ラ
ス
バ
ル
ブ
内
の
気

ほ
う泡

が
消
滅
す
る
温
度
（
標
示
温
度
の
九
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
温
度
に
到
達
し
た
場
合
に
お
い
て
グ
ラ
ス
バ

ル
ブ
内
の
気

ほ
う泡

が
消
滅
し
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
温
度
）
ま
で
加
熱
し
た
後
、
大
気
中
に
放
置
し
て
常
温
に
戻
す
試
験
を
繰
り
か
え
し
六
回
行
な
つ
て
も
異
常
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
グ
ラ
ス
バ
ル
ブ
は
、
標
示
温
度
よ
り
二
十
度
低
い
温
度
か
ら
温
度
一
度
毎
分
以
内
の
割
合
で
標
示
温
度
よ
り
十
度
低
い
温
度
ま
で
加
熱
し
、
こ
の
温
度
を
五
分
間
維
持
し
た
後
、
温
度
十
度
の
水
中
に
入
れ
て
も

き亀
裂
又
は
破
損
を

生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
グ
ラ
ス
バ
ル
ブ
は
、
そ
の
設
計
荷
重
の
四
倍
の
荷
重
を
ヘ
ッ
ド
の
軸
心
方
向
に
加
え
て
も

き亀
裂
又
は
破
損
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
解
部
分
の
強
度
）

第
八
条
　
ヘ
ッ
ド
の
分
解
部
分
は
、
設
計
荷
重
の
二
倍
の
荷
重
を
ヘ
ッ
ド
の
中
心
軸
方
向
に
外
部
か
ら
加
え
て
も
破
壊
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
振
動
試
験
）

第
九
条
　
ヘ
ッ
ド
は
、
全
振
幅
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
毎
分
千
五
百
回
の
振
動
を
三
時
間
加
え
た
後
、
二
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
を
五
分
間
加
え
て
も
漏
水
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
撃
試
験
）

第
十
条
　
ヘ
ッ
ド
は
、
ピ
ス
ト
ン
型
ポ
ン
プ
を
使
用
し
、
毎
秒
〇
・
三
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
か
ら
三
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
ま
で
の
圧
力
変
動
を
連
続
し
て
四
千
回
加
え
た
後
、
二
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
を
五
分
間
加
え
て
も
漏
水
し

な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
腐
食
試
験
）

第
十
条
の
二
　
ヘ
ッ
ド
は
、
濃
度
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
硝
酸
水
溶
液
に
三
十
秒
浸

せ
き漬

し
、
水
洗
い
し
た
後
、
濃
度
十
グ
ラ
ム
毎
リ
ッ
ト
ル
の
硝
酸
水
銀
の
水
溶
液
に
三
十
分
間
浸

せ
き漬

し
て
も

き亀
裂
又
は
破
損
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
ヘ
ッ
ド
は
、
五
リ
ッ
ト
ル
の
試
験
器
の
中
に
濃
度
四
十
グ
ラ
ム
毎
リ
ッ
ト
ル
の
チ
オ
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
溶
液
を
五
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
入
れ
、
硫
酸
を
体
積
比
で
硫
酸
一
対
蒸
留
水
三
十
五
の
割
合
に
溶
か
し
た
溶
液
百
五
十
六
ミ

リ
リ
ッ
ト
ル
を
千
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
水
に
溶
か
し
た
溶
液
を
十
二
時
間
ご
と
に
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
ず
つ
加
え
て
発
生
さ
せ
る
亜
硫
酸
ガ
ス
の
中
に
四
日
間
放
置
し
て
も
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
動
試
験
）

第
十
一
条
　
ヘ
ッ
ド
を
液

そ
う槽

内
に
入
れ
、
当
該
ヘ
ッ
ド
の
標
示
温
度
よ
り
十
度
低
い
温
度
か
ら
温
度
一
度
毎
分
以
内
の
割
合
で
温
度
上
昇
さ
せ
た
場
合
に
ヘ
ッ
ド
の
作
動
す
る
温
度
の
実
測
値
は
、
そ
の
標
示
温
度
の
九
十
七
パ
ー
セ
ン

ト
か
ら
百
三
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
（
グ
ラ
ス
バ
ル
ブ
を
使
用
し
て
い
る
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
、
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
百
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
）
の
範
囲
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
グ
ラ
ス
バ
ル
ブ
を
使
用
し
て
い
る
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
、
第
七
条
第
一
項
の
試
験
を
行
つ
た
場
合
、
グ
ラ
ス
バ
ル
ブ
内
の
気

ほ
う泡

の
消
滅
す
る
も
の
は
、
グ
ラ
ス
バ
ル
ブ
内
の
気

ほ
う泡

の
消
滅
温
度
の
実
測
値
が
そ
の
消
滅
温
度
の
標
準
値
の

九
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
百
三
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
ヘ
ッ
ド
は
、
そ
の
軸
線
を
垂
直
に
し
た
状
態
か
ら
四
十
五
度
に
傾
斜
し
た
状
態
ま
で
の
取
付
け
範
囲
に
お
い
て
、
放
水
圧
力
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
水
道
連
結
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
、

低
放
水
圧
力
（
〇
・
〇
二
メ
ガ
パ
ス

カ
ル
又
は
放
水
量
が
毎
分
十
五
リ
ッ
ト
ル
と
な
る
放
水
圧
力
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
値
。
以
下
同
じ
。
）
）
で
放
水
さ
せ
て
も
正
常
に
作
動
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
感
度
試
験
）

第
十
二
条
　
ヘ
ッ
ド
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
標
示
温
度
区
分
及
び
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
種
別
に
応
じ
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
条
件
で
水
平
気
流
に
投
入
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
時
間
以
内
で
作

動
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

標
示
温
度
区
分

種
別

試
験
条
件

気
流
温
度
（
度
）

気
流
速
度

（
メ
ー
ト
ル
毎
秒
）

七
十
五
度
未
満

一
種

百
三
十
五

一
・
八

二
種

百
九
十
七

二
・
五

七
十
五
度
以
上

百
二
十
一
度
未
満

一
種

百
九
十
七

一
・
八

二
種

二
百
九
十
一

二
・
五

百
二
十
一
度
以
上

百
六
十
二
度
未
満

一
種

二
百
九
十
一

一
・
八

二
種

四
百
七

二
・
五
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百
六
十
二
度
以
上

一
種

四
百
七

一
・
八

二
種

四
百
七

二
・
五

ｔ＝
τ

×

ｌ
ｏ
ｇ
ｅ
（
１
＋
（θ

－
θ

ｒ
）
／δ

）

ｔ
　
作
動
時
間
（
秒
）

τ
　
時
定
数
（
秒
）
　
一
種
に
あ
つ
て
は
五
十
、
二
種
に
あ
つ
て
は
二
百
五
十

θ

　
ヘ
ッ
ド
の
標
示
温
度
（
度
）

θ

ｒ
　
投
入
前
の
ヘ
ッ
ド
の
温
度
（
度
）

δ

　
気
流
温
度
と
標
示
温
度
と
の
差
（
度
）

（
放
水
量
試
験
）

第
十
三
条
　
ヘ
ッ
ド
は
、
放
水
圧
力
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
水
道
連
結
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
、

低
放
水
圧
力
）
に
お
け
る
全
放
水
量
を
測
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
式
の
Ｋ
の
値
が
、
次
の
表
の
呼
び
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
許
容
範
囲
内
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｑ＝

Ｋ√

（
１
０
Ｐ
）

Ｑ
　
放
水
量
（
リ
ッ
ト
ル
毎
分
）

Ｐ
　
放
水
圧
力
（
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）

Ｋ
　
流
量
定
数

呼
び

８

１
０

１
５

２
０

Ｋ
の
許
容
範
囲

３
０
以
上
５
０
未
満
の
申
請
値
（
１±

５
／
１
０
０
）

５
０
（
１±

５
／
１
０
０
）

８
０
（
１±

５
／
１
０
０
）

１
１
４
（
１±

５
／
１
０
０
）

（
散
水
分
布
試
験
）

第
十
四
条
　
ヘ
ッ
ド
の
散
水
分
布
は
、
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
か
ら
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
ま
で
の
範
囲
の
放
水
圧
力
で
放
水
し
た
場
合
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
標
準
型
ヘ
ッ
ド
（
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
を
除
く
。
）
は
、
別
図
二
に
示
す
散
水
分
布
試
験
装
置
を
使
用
し
て
各
採
水
ま
す
へ
の
散
水
量
を
測
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ヘ
ッ
ド
の
軸
心
を
中
心
と
す
る
同
心
円
上
の
各
採
水
ま
す
の
採

水
量
の
平
均
値
の
分
布
曲
線
が
別
図
三
（
有
効
散
水
半
径
（
以
下
「
ｒ
」
と
い
う
。
）
二
・
三
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
別
図
四
（
ｒ
二
・
六
の
も
の
に
限
る
。
）
に
示
す
散
水
分
布
曲
線
よ
り
上
に
あ
り
、
全
放
水
量
の
六
十
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
が
ヘ
ッ
ド
の
軸
心
を
中
心
と
す
る
半
径
三
百
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
ｒ
二
・
三
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
半
径
三
百
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
ｒ
二
・
六
の
も
の
に
限
る
。
）
の
範
囲
内
に
散
水
し
、
か
つ
、
同
心
円
上
の
各

採
水
ま
す
の
採
水
量
の
差
が
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ
　
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
は
、
別
図
二
に
示
す
散
水
分
布
試
験
装
置
を
使
用
し
て
各
採
水
ま
す
へ
の
散
水
量
を
測
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ヘ
ッ
ド
の
軸
心
を
中
心
と
す
る
半
径
二
百
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
各
採

水
ま
す
の
平
均
採
水
量
が
毎
分
〇
・
二
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
各
採
水
ま
す
の
採
水
量
が
毎
分
〇
・
〇
二
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
は
、
別
図
五
に
示
す
壁
面
散
水
分
布
試
験
装
置
を
使
用
し
て
測
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
各
壁
面
の
採
水
量
が
毎
分
二
・
五
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
放
水
し
た
水
は
、
床
面

か
ら
天
井
面
下
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
壁
面
を
有
効
に
濡
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
側
壁
型
ヘ
ッ
ド
は
、
別
図
六
に
示
す
散
水
分
布
試
験
装
置
を
使
用
し
て
各
採
水
ま
す
へ
の
散
水
量
を
測
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ヘ
ッ
ド
の
前
方
に
つ
い
て
は
壁
面
に
並
行
す
る
各
列
の
各
採
水
ま
す
、
ヘ
ッ
ド
の
両
側
に
つ
い

て
は
壁
面
に
直
角
に
引
い
た
線
上
の
各
列
の
各
採
水
ま
す
の
そ
れ
ぞ
れ
の
採
水
量
の
平
均
値
の
分
布
曲
線
が
別
図
七
に
示
す
散
水
分
布
曲
線
よ
り
上
に
あ
り
、
各
採
水
ま
す
の
採
水
量
の
差
が
少
な
く
、
か
つ
、
散
水
し
た
水
が
壁

面
を
濡
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
水
道
連
結
型
ヘ
ッ
ド
の
散
水
分
布
は
、

低
放
水
圧
力
で
放
水
し
た
場
合
に
お
い
て
、
別
図
八
に
示
す
散
水
分
布
試
験
装
置
を
使
用
し
て
各
採
水
ま
す
へ
の
散
水
量
を
測
定
し
た
と
き
、
各
採
水
ま
す
の
平
均
採
水
量
が
毎
分
〇
・

〇
八
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
各
採
水
ま
す
の
採
水
量
が
毎
分
〇
・
〇
二
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
水
道
連
結
型
ヘ
ッ
ド
の
散
水
分
布
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
〇
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
又
は
放
水

量
が
毎
分
三
十
リ
ッ
ト
ル
と
な
る
放
水
圧
力
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
値
」
と
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
毎
分
〇
・
二
リ
ッ
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
毎
分
〇
・
〇
八
リ
ッ
ト
ル
」
と
、
同
号
ロ
中
「
毎
分
二
・
五
リ
ッ
ト
ル
」
と
あ
る
の

は
「
毎
分
〇
・
八
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
四
壁
面
の
合
計
が
四
リ
ッ
ト
ル
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
表
示
）

第
十
五
条
　
ヘ
ッ
ド
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
製
造
者
名
又
は
商
標

二
　
製
造
年

三
　
標
示
温
度
及
び
次
の
表
の
標
示
温
度
の
区
分
に
よ
る
色
別

標
示
温
度
の
区
分

色
別

六
十
度
未
満

黒

六
十
度
以
上
七
十
五
度
未
満

無

七
十
五
度
以
上
百
二
十
一
度
未
満

白

3



百
二
十
一
度
以
上
百
六
十
二
度
未
満

青

百
六
十
二
度
以
上
二
百
度
未
満

赤

二
百
度
以
上
二
百
六
十
度
未
満

緑

二
百
六
十
度
以
上

黄

四
　
取
付
け
方
向

五
　
一
種
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
「
①
」
又
は
「
Ｑ
Ｒ
」

六
　
ｒ
二
・
六
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
「
二
・
六
」

七
　
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
（
水
道
連
結
型
ヘ
ッ
ド
を
除
く
。
）
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
「
小
」
又
は
「
Ｓ
」
及
び
流
量
定
数
Ｋ

八
　
水
道
連
結
型
ヘ
ッ
ド
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
「
Ｗ
」
、
流
量
定
数
Ｋ
及
び
〇
・
〇
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
又
は
放
水
量
が
毎
分
三
十
リ
ッ
ト
ル
と
な
る
放
水
圧
力
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
値

（
基
準
の
特
例
）

第
十
六
条
　
新
た
な
技
術
開
発
に
係
る
ヘ
ッ
ド
に
つ
い
て
、
そ
の
形
状
、
構
造
、
材
質
及
び
性
能
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
が
あ
る
と
総
務
大
臣
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
省
令
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
月
二
七
日
自
治
省
令
第
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
日
本
消
防
検
定
協
会
の
行
う
消
防
用
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
を
申
請
し
て
い
る
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ツ
ド
に
係
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
型
式
承
認
を
受
け
て
い
る
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ツ
ド
に
係
る
型
式
承
認
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
型
式
承
認
を
受
け
た
閉
鎖
型
ス

プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ツ
ド
に
係
る
型
式
承
認
は
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
一
八
日
自
治
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
九
月
一
三
日
自
治
省
令
第
二
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
日
本
消
防
検
定
協
会
の
行
う
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
を
申
請
し
て
い
る
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
に
係
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
型
式
承
認
を
受
け
て
い
る
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
に
係
る
型
式
承
認
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
型
式
承
認
を
受
け
た
閉
鎖
型

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
に
係
る
型
式
承
認
は
、
改
正
後
の
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
規
格
に
よ
る
型
式
承
認
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
二
九
日
自
治
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
九
月
二
八
日
自
治
省
令
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
日
本
消
防
検
定
協
会
の
行
う
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
を
申
請
を
し
て
い
る
消
火
器
、
消
火
薬
剤
、
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
、
消
防
用
ホ
ー
ス
、
一
斉
開
放
弁
、

あ
わ泡

消
火
薬
剤
、
感
知
器
及
び
発
信
機
、
流
水
検
知
装
置
、
差
込
式
結
合
金
具
並
び
に
ね
じ
式
結
合
金
具
に
係
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
型
式
承
認
を
受
け
て
い
る
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
に
係
る
型
式
承
認
及
び
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
型
式
承
認
を
受
け
た
閉
鎖

型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
に
係
る
型
式
承
認
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
規
格
に
よ
る
型
式
承
認
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
六
日
総
務
省
令
第
一
五
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
型
式
承
認
を
受
け
て
い
る
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
に
係
る
型
式
承
認
は
、
改
正
後
の
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
規
格
に
よ
る
型
式
承
認

と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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別
図
１
　
　
整
流
筒
（
第
２
条
関
係
）
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別
図
２
　
標
準
型
ヘ
ッ
ド
及
び
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
散
水
分
布
試
験
装
置
（
第
１
４
条
関
係
）

6



別
図
３
　
標
準
型
ヘ
ッ
ド
（
ｒ
２
．
３
）
散
水
分
布
曲
線
（
第
１
４
条
関
係
）
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別
図
４
　
標
準
型
ヘ
ッ
ド
（
ｒ
２
．
６
）
散
水
分
布
曲
線
（
第
１
４
条
関
係
）

8



別
図
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